
 

 

会議録（１） 

会議の名称   令和 6年度第 3回飯能市児童福祉審議会 

開 催 日 時   令和 6年 11 月 7 日（木） 

  開会 午後 1時 30 分  閉会 午後 2時 40 分 

開 催 場 所   飯能市役所本庁舎 5階 501 会議室 

会 長 氏 名   井上 久美子 

出 席 委 員 森田 明美  永井 徹郎  井上 久美子 安藤 幸雄 

 小玉 育代  清水 雅徳  川西 輝明  北郷 倫代 

小林 愛子 

欠 席 委 員   髙橋 このみ 

説 明 者 の 

職 氏 名 

こども支援部長 内沼 和彦 

健康推進部長  関根 浩司 

こども支援部参事兼保育課長 佐野 敬子 

健康推進部参事兼保健センター所長 生井 隆 

こども支援課長 須田 あゆみ 

       相談支援担当主幹 神立 浩美 

       手当・総務担当主幹 末次 和宏 

       子育て総合センター主査 大野 祐美 

保育課    総合調整担当主査 谷田部 ひとみ 

       保育施設・入所担当主幹 山口 悟 

       浅間保育所長 東海林 麻也 

こども施設課長 井竹 信喜 

       整備推進担当主幹 浅見 洋 

保健センター 保健推進担当主査 川村 裕美子 

傍聴者の数  0 人 

会 議 次 第  別紙のとおり 

配 付 資 料  別紙のとおり 

事務局職員 

職 氏 名 

こども支援課  課長 須田 あゆみ 主幹 神立 浩美 

主幹 末次 和宏  主査 大野 祐美 



 

 

 

会議録（２） 

議事録の概要（経過）・決定事項 

４ 議 事 

（１）飯能市こども計画について 

   配布資料に基づき説明者から説明を行った後、質疑応答を行った。 
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会議録（３） 

発 言 者 発 言 内 容 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

こども支援課 

手当・総務担当主幹 

 

議長 

 

委員 

 

次第 3 の諮問に入らせていただきます。本来、飯能市長から飯能

市児童福祉審議会会長へ「飯能市こども計画」について諮問をさせ

ていただくところですが、本日他の公務と重複しているため、こど

も支援部長から会長に、諮問に関する文書の伝達をさせていただき

ます。 

こども支援部長は児童福祉審議会会長へ伝達をお願いいたしま

す。 

 

（こども支援部長から児童福祉審議会会長へ諮問書の伝達） 

 

 ありがとうございました。 

諮問書につきましては、職員が各委員のお席にコピーをお配りい

たしますので、お受け取りください。 

 

本日の議題に入る前に、委員の出席状況を報告いたします。 

委員定数 10 名に対し、9名の出席をいただいていますので、本日

の審議会は成立いたします。また、本日の審議会は公開となってい

ます。 

議長は、条例の規定により会長にお願いいたします。 

 

はじめに、現在、傍聴の希望がありませんが、議題について傍聴

の希望がありましたら、入室を許可してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

 

それでは、次第 4の議題に入ります。 

議題（1）飯能市こども計画について議題といたします。素案につ

いては、第 1章から第 3章まで事務局から説明をお願いいたします。 

 

資料 1 に基づき、飯能市こども計画 第 1 章から第 3 章について

説明を行った。 

 

説明は以上です。委員の皆様からご意見やご質問はございますか。 

 

計画がよく整理されてきたと思うが、基本的な計画の考え方を意

見をさせていただきます。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

こども支援課 

手当・総務担当主幹 

 

議長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長く飯能市に関わってきた中で、こどもへの調査を経年で実施し、

その得られたデータは大変貴重だと思っています。それだけに、こ

れらのデータを活用し計画を策定することはとても大事です。この

アンケートやヒアリング、利用実態等を計画にどう反映していただ

きたい。 

 もう一つは、このアンケート結果の中で「困ったときに助けてく

れる人」に「学校の先生」が 30％と高くなっています。半面、「部活

の友達」や、「クラスの友達」が低下してきています。このことは、

大きな変化と捉えなければいけないと思います。 

大人たちが「こどもたちの意見表明を」と言い続けてきた中で、

こどもの意見表明に対して応答する義務があると思います。また、

可能であれば、アンケートやヒアリングに協力してくれたこどもた

ちに結果を返すと同時に、計画への反映結果や尊重した点、すぐに

は無理でも今後検討をしていきたい点等を、誠意をもって応答する

とよいと感じました。 

 

他に質問等はありますでしょうか。 

 

（質問等なし） 

 

ご質問等がないようですので、続いて第 4章から第 6章について、

事務局から説明をお願いいたします。 

 

資料 1 に基づき、飯能市こども計画 第 4 章から第 6 章について

説明を行った。 

 

説明は以上です。委員の皆様からご意見やご質問はございますか。 

 

こどもの人数の推計の推移ですが、流入人口が多いと想定されて

います。具体的に教えてください。 

 次に、居場所についてです。家庭がこどもにとって十分に安心で

きる場でない場合もあるため、地域の居場所とともに学校が居場所

になるとよいと思います。できれば「地域と学校が協力した居場所

づくり」のようなことが計画に盛り込めるとよいと思います。 

次に、成果指標をどのように盛り込むかです。アンケート調査結

果や、利用実態などを連動させながら成果指標を作っていくことが

必要であり、質的なものとして「自己肯定感」や「満足度」、「居心

地の良さ」のような指標が示せるとよいと思います。 

 



 

3 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

こども支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

計画の内容について、こども達が支援されたり、助けられたりす

ることが明示される必要があると思います。 

 計画にある児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業は新規

事業ですが、いろいろな問題を抱えている家庭や、お子さんを支援

していくのは、かなり大変だと思います。そこで働いている方々の

育成等は、飯能市としてはどういう形でやるのか、今後のことが気

になりましたので、質問をさせていただきました。 

 

まず初めに、人口推計の推移ですが、コーホート要因法について

ご説明いたします。今回は 1 歳別、男女別の人口をベースに集計し

ていますが、現在の 0 歳児が、翌年には 1 歳児になっていることを

前提に、死亡率と過去の転入転出結果の移動率を、過去数年間の平

均値を取り、それに乗じて出しています。 

飯能市の特徴として、概ね 18 歳までは転入超過になっています。

0～2歳の転入が多く、小学校に入ってからの流入はそんなに大きく

ないというのが飯能市の特徴となっています。 

 次に、学校の居場所について、小学校・中学校を訪問させていた

だきましたが、こどもたちが、昼間の時間を過ごす学校を気に入っ

ている様子が、数回の訪問で聞き取れました。飯能市の地域性を鑑

みながら居場所の充実を図らなければと考え、計画に位置付けて記

載しています。 

 次に、成果指標を定めていくことについては、これまでの計画は

成果指標を設定していませんでしたが、お話しくださいましたよう

に、こどもの自己肯定感や、助けてくれる大人の数、大人が信頼し

てくれているこどもの気持ちの満足度などは、大変重要なところな

ので、大事なご指摘だと思います。 

 次に、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業についてで

すが、こども基本法が施行され、こども大綱を踏まえた新しい事業

で、令和 7 年度から運用する予定です。専門知識のあるスタッフや

施設も大事になるので、経験とスキルがある事業者と協働して委託

していくことが大事だと思っています。親子関係形成支援事業は、

公認心理師、臨床心理士が実践している事業ですが、これをこども

家庭センターで、どの様に高めていけるかを検討してきたいと考え

ています。 

 

今年度できたこども家庭センターはどのように周知を行っていま

すか、また、どのように、こどもの意見を聴取しようと考えている

のか伺います。 
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こども支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

こども支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

こども支援課長 

 

 

委員 

 

こども支援課長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

飯能市のこども家庭センターは、他の多くの自治体と同じように、

母子保健と児童福祉が連携して支援を実施しています。支援として

は、子育てをしている保護者へだけでなく、こども自身への支援も

大切なので、学校訪問等を通じて周知カードを配付するなどの周知

を実施しています。また、こどもにわかりやすい言葉で、計画の概

要版を作成し、ホームページに掲載する等計画の周知も図っていき

たいと考えています。 

 

児童育成支援拠点事業というのは、学校や家庭に居場所のないこ

どものために施設をつくるということでしょうか。 

 

現在、飯能市内に複雑な課題を抱えて学校に行きづらいこどもや、

家庭に居続けることも難しいこどもがいます。このことから教育委

員会とも協議し、飯能市の事業としてゆあスペースを開設しました。

飯能市総合福祉センターの部屋を借りて、週 2 回、個別支援を行な

っています。 

このような事業を更に充実させるため、民間団体等と連携し現在

取り組んでいる事業を進展させていきたいと考えています。 

 

計画の進行管理は、毎年、飯能市児童福祉審議会において報告等

を行うのですか。 

 

毎年 6 月か 7 月頃の飯能市児童福祉審議会において、進行管理を

議題として報告してまいりましたので、同様に継続いたします。 

 

5 年後には、今回と同様のアンケートを実施するのですか。 

 

大規模なアンケートは、5 年後に実施をすることになります。し

かしながら、こどもへのワークショップ等については、定期的に開

催できればいいと考えています。 

 

 放課後児童クラブについて、市全体では、施設の利用を希望する

児童数が増加しているため、受入体制の目標を設けているが、施設

が足りないという話を聞いています。本来であれば、学校から近い

ところにあるといいなと考えていますが、そのことについての考え

方と、支援する側の人材をどうするか伺います。 

 もう一点、ヤングケアラーについてです。事業所ではケアマネジ

ャーが直接援助する中で、ヤングケアラーを早めに発見して支援を

する取り込みをしていますが、今後、どのように進めていくのか教
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こども施設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員 

えてください。 

 

一点目の児童クラブの関係ですが、学校施設については、社会情

勢で、少子化の傾向です。しかしながら、児童クラブを利用する児

童数については増加傾向がみられます。現段階で、教育委員会と連

携しながら、場所の確保に努めています。場所としては、学校の敷

地内だと安全性も高まるので学校施設を中心に確保できないか検討

しており、可能なところから実施していきたいと考えています。 

一方、山間地域については児童数が減少しており、施設は充足し

ていますが、施設についても老朽化という観点から学校施設の利用

をできないか教育委員会と協議を進めています。 

 また、施設を増設すると、それなりの人員確保が生じてきます。

各クラブにおいて人材確保に、ご苦労されている所が多いと認識し

ていますので、クラブの支援につながるような対応を研究していき

たいと考えています。 

 

ヤングケアラーについて回答いたします。 

介護等の事業者においては専門職の方が、各家庭を訪問している

と思います。支援の現場でも様々な情報提供があり、例えば、高齢

者支援の目的で家庭訪問したところ、こどもの様子が心配であると

いう声をいただくこともあります。この様な場合には、ケースカン

ファレンスをする際に、高齢者担当のスタッフも参加する事例もあ

ります。 

今後は、ヤングケアラーについて理解を深めるための普及啓発の

推進、次に、早期に把握できるよう、連携できるネットワークづく

り、三点目として、こども家庭センターが中心になって、ヤングケ

アラーと呼ばれるこども達に対してどのようなことができるかとい

うことを検討していきたいと考えています。ヤングケアラーについ

ては、主にこども支援課や、こども家庭センターが関わっています

が、生活困窮も関わることもあるので、様々な課を担当課として入

れています。 

 

意見としてですが、今回の計画では、新しい事業も含めて展開し

ていきますが、市は、こども達にどうアピールするかを考えていた

だきたいと思います。また、今回の計画を推進することに伴う職員

の負担等を考えていただくと共に、人材の育成等々も計画に含めて

考えていただければと思います。 

 

こども誰でも通園制度について伺います。こども誰でも通園制度
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保育課 

総合調整担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

  

は令和 8 年度から始まると思います。親子分離か親子登園が可能な

のか、その辺の説明をお聞かせいただければと思います。 

 

こども誰でも通園制度は、生後 6 か月から 3 歳未満までのお子さ

んと保護者が、保育所、保育園、認定こども園、幼稚園を月に一定

時間利用することができるものです。現在国の試行的事業として行

われていて、県内では 4 市が試行的事業を実施しています。国とし

ては令和 8 年から全国の自治体で実施する事業として現在準備期間

中です。飯能市で令和 8年度から実施する予定として記載しました。

量の見込みの考え方は、国が示す計算式から算出しました。例えば、

0 歳児は生後半年から利用できますので、0 歳児人口の半数に月 10

時間の利用時間の 10 を掛けて 176 で割ります。それにより量の見込

みは６人となります。他の年齢についても同様です。 

 量の確保の内容については、本年 7 月に市内の民間教育・保育施

設に事業実施の意向調査をしたところ、30 人くらいの受入ができそ

うとの見込となり 30 人を計上しました。 

 現在の施行的事業の利用方法は、親子利用や慣れてきたらお子さ

んだけというのもできる内容になっています。国では本制度の本格

実施に向けた検討会が行われていて、試行的事業を実施している自

治体や保育施設等の声をとりまとめて新たな給付としての実施に向

けて制度設計し、法整備を準備しているところです。 

 

他に質問は、ございますでしょうか。 

 

（質問なし） 

 

ご質問がないようですので、よろしいでしょうか。 

 

それでは、議題を終了いたします。 

予定していた議題は以上ですので、これにて、議長の任を解かせ

ていただきます。ありがとうございました。 

事務局にお返しします。 

 

 

議事のてん末・概要を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 

 

  令和   年   月   日 

 

  議長の署名                    
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